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No.867 2026 年 3 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344
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【先着順】川井（松葉）地内分譲地販売中

　町では、過疎化による少子高齢化が進行し、地域活力の低下が懸念されることから、若者の定住対

策を重点施策として取り組んでおり、分譲地や町有地を販売しています。

〔募集物件情報〕川井松葉分譲地（７区画中５区画）

区画 住　所 面　積 価　格

１ 川井６３０番４ ２９７．５１㎡　（９０．１５坪） ４，５３５，０００円

２ 川井６３０番５ ３０２．６３㎡　（９１．７１坪） ４，６１３，０００円

３ 川井６３０番６ ３０１．５０㎡　（９１．３６坪） ４，５９６，０００円

４ 川井６３０番７ ３０４．５１㎡　（９２．２８坪） ４，６４２，０００円

６ 川井６３０番９ ３０１．２３㎡　（９１．２８坪） ４，５９２，０００円

※上記以外にも分譲地や町有地を販売しています。町のホームページをご確認ください。

〔申込資格〕

＊年齢４５歳以下の夫婦または子ども (１８歳以下）がいる世帯、自らが居住する住宅を建築するた

　めに宅地を必要とすることなどの条件があります。

＊詳細については、町ホームページの募集要項をご確認ください。

＊区画は先着順により選ぶことが可能です。

〔申込書配布場所〕子育て定住推進課　若者定住推進係（役場１階）、古里出張所（子ども家庭支援センター）

　▲令和７年３月１現在

　※申し込み、問い合わせは、子育て定住推進課　☎８３－２３１０
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※申し込み、問い合わせは、子ども家庭支援センター・きこりん　☎８５－２６１１
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ッ
ト

《子ども・子育て支援推進事業》

　令和７年度子ども・子育て支援推進事業のうち、下記事業は認定を受けていても請求書

を提出しなければ助成金は支払われません。これらの事業※の請求は４月１０日（金）まで

に提出してください。

※令和７年度の認定を受けている方には、認定通知書と該当する請求書を送付済ですので

　ご確認ください。

【請求書の提出が必要な事業】

　・産後健康診査等充実事業

　・インフルエンザ予防接種費用一部助成事業

　・ファミリー・サポート・センター利用助成及び病後児預かり助成事業

　・高校生等通学定期代助成事業（電車・バス）

　・入園・入学・進学等支援事業（高等学校等卒業者のみ）

　・不妊検査・不妊治療助成事業

　・不育治療助成事業

※事業により必要な添付書類がありますので、詳しくは手引をご確認ください。

※３月末時点で交付要件（税金などの滞納をしていないこと）を満たしていないと助成を

　受けることができません。納付のお忘れがないようご注意ください。

《子ども・子育て会議委員募集について》

　町では、子ども・子育て支援に関する施策を計画的に進めていくために話し合いを行う

「子ども・子育て会議」の委員を募集します。子ども・子育て施策に関心のある方の応募

をお待ちしています。

【応募資格】

　・町内在住で、１８歳未満の子どもがいる保護者

　・年１～２回、平日夕方に開催される「奥多摩町子ども・子育て会議」に出席できる方

【募集人数】２名

【任期】２年（令和８年４月１日～令和１０年３月３１日まで）

【応募方法】

　３月２７日（金）までに、「町の子育て支援に関する意見（４００字程度）」などについて、

次の①、②いずれかの方法で応募してください。

　①所定の応募用紙（子ども家庭支援センター、役場住民課窓口設置、または奥多摩町ホー

　　ムページからダウンロード）に記入のうえ、子ども家庭支援センター、役場住民課窓

　　口に持参または郵送。

　②下記の２次元コードにアクセスし、必要事項を入力のうえ送信。

　※応募内容をもとに選考します。　　　☞
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